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平成 23 年度 板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業のご案内  
 

介護の予防や介護負担の軽減、自立した生活の支援を目的として行う、住宅設備改修工

事の費用を助成します。 

      

１．対象者 

◆ 次の「要件Ａ」及び「要件Ｂ」の両方を満たしている方 
 

（１）要件Ａ  【次の①～④のすべてに該当する方】 

① ６５歳以上であり、既存の住宅設備では日常生活を送ることが困難な方 

② 板橋区に住民票がある、又は工事着工前までに板橋区に住民登録をする予定である 

③ 改修工事をする住宅の所在地は住民票（又は住民登録予定地）と同じである 

④ まだ、改修工事を始めていない（着工していない） 
 

（２） 要件Ｂ  【次の⑤、⑥のいずれかに該当する方】 

⑤  介護保険の要介護認定申請を行い、「非該当」「要支援１・２」「要介護１～５」の方 

※結果が「非該当」の場合は、認定後1年以内であること 

⑥ おとしより相談センター（地域包括支援センター）の相談を受け、住宅の改修並びに介護予防が必要

と認められた方 
 

２．改修種目・助成額等 

改  修  種  目 対   象 助成限度額 自己負担額 受付窓口 

介 

護 

予 

防 

住 

宅 

改 

修 

①手すりの取付け 

②段差の解消 
※ 浴槽の取替えを除く 

③すべりの防止及び移動の円滑

化等のための床材の取替え 

④引き戸等への扉の取替え 

⑤洋式便器等への便器の取替え 

○非該当の方
（認定から 1 年以

内） 

○介護予防が

必要と認められ

る方 

①～⑤の

見積合計

額 

10万円まで 

お住まい

の住所を

担当する

おとしより

相談セン

ター(※) 

○介護予防が

必要と認められ

る方 
浴槽の取替え 

○要支援１・２、 

要介護 

１～５の方 

20万円まで 
住 

宅 

設 

備 

改 

修 
流しまたは洗面台の取替え 
※ 原則として車いすのままで利用 

できるものに取り替える場合に限る 

○要支援 

１・２、 

要介護 

１～５の方 

15万円まで 

自己負担は、助成

限度額内におい

て、次のとおり。 

 

(1)生活保護世帯及

び中国残留邦人等

支援給付世帯：無

料 

(2)住民税非課税世

帯：見積額の１割 

(3)住民税課税世

帯：見積額の３割 

 

※いずれの場合

も、助成限度額を

超えた部分も自己

負担となります。 

要 介 護

の方はケ

アマネジ

ャー、要

支 援 の

方はおと

しより相

談センタ

ー(※) 

（※）おとしより相談センターの担当は、4 ページの地図でご確認ください。ケアマネジャーのいない方は、

おとしより相談センターにご相談ください。 
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３．ご利用にあたっての留意点 

（１）住宅設備の破損・老朽化による改修や、新築・増築に伴う工事は対象となりません。 

 

（２）工事着工後の申請はできません。事前にケアマネジャー（またはおとしより相談センター）に相談が必

要です。 

区が助成決定した内容での施工となりますので、工事の着工は助成決定後となります。既にお客様と

施工業者との間で改修計画がたてられている場合でも、工事内容を変更していただくことがあります。 

 

（３） 施工業者はご自分で決めていただきます。 

 

○ 助成申請するために、施工業者が次の必要書類を作成することをご確認ください。 

【必要書類】 ①見積書（区指定書式） ②施工前後の図面 

③施工前・後の写真（撮影した日付の入っているもの） 

 

（４）その他 

①住宅設備改修は、１改修種目につき1回の申請のみ可能です。 

（例） お二人とも要介護のご夫婦でお住まいの場合、「浴槽の取替え」の助成が受けられるのは、

お二人のどちらかで 1回のみとなります。「流しまたは洗面台の取替え」も同様の取り扱いとなり

ます。 

 

②介護保険認定結果が「要支援・要介護」の方は、本事業の助成の他に介護保険の住宅改修費の支

給を併用することができます。 

 

③介護予防住宅改修は対象工事額が限度額 10万円に達するまで複数回の申請が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

 
板橋区おとしより保健福祉センター介護普及係 

 
東京都板橋区前野町４－１６－１ 
ＴＥＬ ５９７０－１１２０ 
ＦＡＸ ５３９２－２０６０ 



相談・申込みから助成額支払いまでの流れ 
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お客様 
ケアマネジャー 

（またはおとしより相談センター） 
おとしより保健福祉センター 
介護普及係 

①介護保険で「要介護」の認定を受け

ケアマネジャーがいる方は、ケアマ

ネジャーに相談。「要支援」の認定を

受けている方及びそれ以外の方は、

おとしより相談センターに相談 

  

 ②お客様宅へ訪問し状況を確認。 

改修が必要と判断した場合は「住宅

改修計画書（理由書）」を作成し、お

としより保健福祉センターへ訪問依

頼（技術支援依頼票を送付） 

ただし、介護予防住宅改修について

は、必要時訪問依頼 

 

      

③（訪問依頼が必要ない場合） 

 

③（訪問依頼が必要な場合） 

訪問依頼に基づき、おとしより保健

福祉センター介護普及係職員（Ｐ

Ｔ・ＯＴ（注１））が訪問 

④お客様、お客様が選定した施工業者、ケアマネジャー（またはおとしより相談センター職員）、（介護普及係職員）とで

住宅改修計画の立案・検討 

⑤施工業者に見積書（指定書式）、施工

前後の図面（平面及び立面）、施工前

写真を作成依頼 

  

⑥申請書を区へ提出 

⇒提出書類は、申請書、住宅改修計画書、見積書、図面、施工前写真及び借

家の場合は家主の承諾書 

 

  ⑦提出された書類を審査 

  ⑧決定通知書をお客様へ交付 

⑨工事着工 

⑩工事完了の連絡 

（電話またはFAX 等で区へ連絡） 

⇒提出書類は、完了届及び工事完了

後の写真 

 

 

  ⑪区職員が訪問し、完了確認を実施 

⑫区へ助成額を請求 

⇒提出書類は、請求書及び口座振替

依頼書 

  

  ⑬お客様へ助成額を支払い（口座振込） 

※請求書提出から概ね１か月後に入金 

 ⑭住宅改修後の状況を把握し、ケアプ

ランの見直しを検討 

 

（注１） ＰＴは理学療法士、ＯＴは作業療法士の略 

 

 
ケアマネジャー・施工業者の皆様へ 
◆ 板橋区のホームページ（http://www.city.itabashi.tokyo.jp/）において、本事業に関する各種書式を掲載しております。 

  区のホームページから、【健康・福祉・高齢・障がい】→【高齢者】→【助成・援助】→ 高齢者の住宅設備改修費助成  です。
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三園おとしより相談センター 
三園１－１９－１ 

（成増厚生病院内） 

℡ ３９３９－１１０１ 

成増おとしより相談センター 
成増４－１４－１８ 

（特別養護老人ﾎｰﾑｹｱﾀｳﾝ成増内）  

℡ ３９３９－０６７８ 

四葉おとしより相談センター 
四葉２－２１－１６ 

（老人保健施設ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ内）  

℡ ３９３０－１８２１ 

徳丸おとしより相談センター 
徳丸３－３２－２８ 

（特別養護老人ﾎｰﾑﾏｲﾗｲﾌ徳丸内） 

℡ ５９２１－１０６０ 

若木おとしより相談センター 
若木１－２１－３ 

（特別養護老人ﾎｰﾑ若木ﾗｲﾌ内） 

℡ ３９３３－８８７５ 

小茂根おとしより相談センター 
小茂根４－１１－１１ 

（特別養護老人ﾎｰﾑ東京武蔵野ﾎｰﾑ内）  

℡ ３９５９－７４８５ 

仲町おとしより相談センター 
仲町２０－５ 

（仲町ふれあいセンター内） 

℡ ５９１７－５２０１   

加賀おとしより相談センター 
加賀１－３－１ 

（老人保健施設ｼﾙﾊﾞｰﾋ ﾟｱ加賀内）  

℡ ５２４８－２８９２ 

東板橋おとしより相談センター 
加賀２－１－１ 

（特別養護老人ﾎｰﾑ 

北東京寿栄園別館） 

℡ ５９４４－４６１１ 

常盤台おとしより相談センター 
常盤台１－２１－２０ 

（常盤台集会所併設） 

℡ ５３９２－００２３ 

前野おとしより相談センター 
前野町３－４６－３ 

（老人保健施設板橋ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ内）  

℡ ５９１５－２６３６ 

志村おとしより相談センター 
小豆沢２－１９－１ 

（エスケイマンション志村１０２号）  

℡ ３９６７－２１３１ 

坂下おとしより相談センター 
東坂下２－２－２２ 

（特別養護老人ﾎｰﾑいずみの苑内） 

℡ ５９７０－９１０６ 

舟渡おとしより相談センター 
舟渡３－４－８ 

（特別養護老人ﾎｰﾑｹｱﾎﾟｰﾄ板橋内）  

℡ ３９６９―３１３６ 

高島平おとしより相談センター 
高島平１－3 4 －４ 

（マンション初穂１F） 

℡ ５９２２－５６６１ 

～ あなたのまちの相談窓口  ～ 
おとしより相談センター（地域包括支援センター） 
 

上板橋おとしより相談センター 
常盤台４－３６－６ 

（上板橋病院隣） 

℡ ５３９８－８６５１ 


